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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１２月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月５日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 関門港六連
む つ れ

島区 

 山口県下関市所在の六連島灯台から真方位０９４°２,１００ｍ付

近 

 （概位 北緯３３°５８.６′ 東経１３０°５３.４′） 

事故調査の経過 平成２５年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 液体化学薬品ばら積船 第十菱化
りょうか

丸、２９２トン 

１３４３５６、三菱化学物流株式会社、永弘海運有限会社 

５１.９９９ｍ×８.６００ｍ×３.７００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年５月 

Ｂ 漁船 大栄
だいえい

丸、３.６トン 

ＹＧ３－４８４８９（漁船登録番号）、個人所有 

１０.６０ｍ（Lr）×２.１４ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１１４.０kＷ、昭和４９年４月１０日 

第２９１－２０２５１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４０歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１０年５月２２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２５年５月２１日 

免状有効期間満了日 平成３０年５月２１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成１５年７月１１日 

    免許証交付日 平成２５年１月２８日 

           （平成３０年７月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口を伴う凹損、同部ビルジキールが脱落、マ

ストに曲損 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、濃硝酸約２９２ｔを積載し、

関門港六連島区において錨泊中、関門港若松第１区の企業岸壁に向か

うため、平成２５年１２月５日０６時２０分ごろ主機を始動して抜錨

準備を始めた。 

船長Ａは、単独で船橋当直に就き、乗組員３人を船首に配置して抜

錨作業に当たらせていたところ、２海里レンジで使用していたレーダ

ーの映像及び目視により、山口県下関市所在の彦島大橋方面からＡ船

の西側海域に向けて北北西進するＢ船、及びＢ船の右舷やや船尾方に

続航するもう１隻の小型船舶（以下「Ｃ船」という。）を認めた。 

船長Ａは、０６時２５分ごろ抜錨したので、法定灯火を表示し、主

機を微速力前進にかけ、２４０°（真方位、以下同じ。）の針路に向

けようとして右回頭しながらＢ船及びＣ船の動静の監視を行った。 

船長Ａは、定針した頃、ＶＨＦ無線電話で関門海峡海上交通センタ

ーに、Ａ船が関門航路に入り関門港若松第１区に向かう旨の動静連絡

を行ったところ、関門航路西口沖から南進して関門航路に入る１隻、

及び関門航路内を北東進して六連島東側の錨地に向けて航行する１隻

の存在を知らされるとともに、関門航路内で南進船の進路を妨げない

ようにとの連絡を受けた。 

船長Ａは、南進船の速力が約１３ノット（kn）（対地速力、以下同

じ。）であることを確認した頃、左舷方から接近していたＣ船が、Ａ

船の船尾方を通過するように右転したので、Ｂ船もＣ船と同様に右転

してＡ船の船尾方を通過するものと思った。 

船長Ａは、Ｂ船から視線を外して後ろを向き、通信を終えたＶＨＦ

無線電話の受話器を操舵室後壁の架台に戻して船首方に視線を向け、

南進船の船尾方を通過するつもりで２６０°の針路へと右転を始めた

ところ、左舷船首方２５０ｍ付近にＢ船を認め、汽笛を連続吹鳴する

とともに主機を中立とし、その後、全速力後進としたが、０６時３０

分ごろＡ船の船首とＢ船の右舷とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、前部魚倉に氷約３０～４０kg

を積み、０６時ごろ関門港下関区の下関漁港を出港し、手動操舵によ

り、約５～６kn の速力で法定灯火を表示して漁場に向け航行中、彦

島大橋を通過した頃、船長Ｂが、右舷船首方に見えるＡ船を含む５、

６隻の船舶が関門港六連島区に錨泊していることを認めた。 

船長Ｂは、過去、本事故発生海域を北北西進中、針路設定の目標と

する関門航路第３号灯浮標を見失い、同灯浮標の東方にある人工島周

辺海域に迷い込んだ経験があったので、左舷船首方に見える同灯浮標

に注意を向けて北北西進していたところ、右舷船首方１０ｍ付近に接

近したＡ船を認め、直後に主機を中立としたがＡ船と衝突した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、互いに負傷者が生じていないこと及び自力航

行が可能であることを確認し、船長Ａが、海上保安庁に事故の発生を
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通報した後、両船共に事故発生場所で待機して事後の措置に当たっ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐  上げ潮の初期 

日出時刻：０７時０６分 

 その他の事項 Ａ船が装備していた汽笛は、電子ホーンであった。 

Ｂ船は、レーダーがなかった。 

船長Ｂは、操舵室の窓を開けていたが、Ａ船が吹鳴した汽笛には気

付かなかった。 

船長Ｂは、操業時における出港時刻が通年ほぼ同じ時間帯であり、

本事故以前、日出前に本事故発生海域の錨地から動き出す船舶を見た

ことがなかったので、Ａ船も錨泊状態が継続しているものと思い、初

認時以降、Ａ船に注意を払っていなかった。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、関門港六連島区において、抜錨作業を終え、関門航路に向

けて西南西進中、船長Ａが、Ｂ船はＡ船の船尾方を通過するように右

転するものと思い込み、関門航路西口沖から南進して関門航路に入航

する船舶との関係に注意を向けていたことから、Ｂ船が進路を変えず

に接近していることに直前まで気付かず、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、関門港六連島区に向けて北北西進中、船長Ｂが、関門港六

連島区にＡ船を含む５、６隻の船舶が錨泊していることを認め、錨泊

中のＡ船が航行を開始することはないものと思い込み、関門航路第３

号灯浮標に注意を向けていたことから、Ａ船が航行を開始して接近し

ていることに直前まで気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。

原因  本事故は、夜間、関門港六連島区において、Ａ船が西南西進中、Ｂ

船が北北西進中、船長Ａが、Ｂ船はＡ船の船尾方を通過するように右

転するものと思い込み、関門航路西口沖から南進して関門航路に入航

する船舶との関係に注意を向け、また、船長Ｂが、錨泊中のＡ船が航

行を開始することはないものと思い込み、関門航路第３号灯浮標に注

意を向けていたため、船長Ａ及び船長Ｂが共に互いの船舶が接近して

いることに直前まで気付かず、Ａ船とＢ船とが衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考 本事故後、Ａ船では、船橋当直者が前を向いた状態でＶＨＦ無線電

話装置の操作が行えるように、同装置を操舵室後壁から航海コンソー

ルスタンドに移設した。 
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今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・錨泊から航行へと移行する際、接近する態勢の動力船を認めた場

合は、安全な状況が確保された後に航行を開始すること。 

  ・多数の船舶が錨泊している海域を航行する際は、錨泊船が航行を

開始する可能性があることを念頭において見張りを行うこと。 

  ・船舶が輻輳
ふくそう

する海域においては、常に衝突の危険性を想定して周

囲の状況を確認しながら航行すること。 

 


